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催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

令和８年鶴岡市平和の集い・資料展
■問本所総務課☎35‐1114

■ステージ発表
■日８月８日○土午後１時30分　■場中央公民館　
■内合唱、体験談、朗読
■資料展示　
◇〝平和なまち〟絵画コンテスト2025の作品展示
■日８月８日○土～10日○月午前９時～午後5時（８日は午後１
時30分から、10日は午後４時まで）　■場同館
◇資料が伝える戦時下の鶴岡
■日 8月８日○土～30日○日午前９時30分～午後５時　■場郷土資
料館　■他ギャラリートーク（■日９日○日午後１時30分）あり

熱中症を予防しましょう
■問本所環境政策課☎26‐0139

◆こまめに水分を補給しましょう
・喉が渇いていなくても、こまめに水分補給
・たくさん汗をかいたときは、塩分も摂取
◆暑さを避けましょう
・涼しい服装で過ごし、外出時
　には日傘や帽子を着用
・熱中症警戒アラート発令中は
　できるだけ外出を控える

◆エアコンや扇風機を上手に使いましょう
・室内での熱中症を防ぐため、我慢せずにエアコンや
　扇風機を利用し、適切な温度に調節
◆クーリングシェルター（涼み処）
　を活用しましょう
・危険な暑さからの避難先として
　ご利用ください

　熱中症の原因は、「環境」「からだ」「行動」によるものが考えられます。暑い日が続くため、以下の点に気を
付けましょう。

　世界の恒久平和実現は、人類共通の願いです。
　しかし、いまなお武力紛争等により尊い生命が
奪われ、世界の平和に大きな脅威がもたらされて
います。世界唯一の被爆国である日本に住む私た
ちは、核兵器をはじめとする大量破壊兵器の速や
かな廃絶を訴えます。
　私たち鶴岡市民は戦争のない永遠の平和と文
化の構築を強く決意し、ここに「平和都市」を宣
言します。

鶴岡市平和都市宣言

市HP

■ ■ ■ ■ ■ 　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

　本市は、平成23年に「平和都市」を宣言しています。平和の尊さを再認識し、2度と戦争を起こさない
誓いを新たにしましょう。

　市民が主役のまちづくりを推進するために、まちづ
くり活動や、行政との協働事業の活動費に補助します。

■補助対象経費
　講師への謝礼、資料印刷代、イベント保険料等（コ
　ースによって上限額が変動）
■申請期間
●基本コース
　7月 1日○水～31日○金
●学生・パートナーコース
　来年１月29日○金まで随時
※予算がなくなり次第募集終了。
※締切日の２週間前までに要事前相談。

市民まちづくり活動促進事業（後期募集） 

市民の皆さんが行うまちづくり活動を支援します
■問本所地域振興課☎35‐1191または各地域庁舎地域づくり推進課へ

■対象事業
●基本コース
　鶴岡らしさ・地域特性を生かしたまちづくり活動
●学生コース
　学生が自発的に行う地域についての学び、または
　まちづくりに取り組む活動
●パートナーコース
　市施設の整備・修繕や市管理用地の利活用

詳しくはこちら
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鶴岡市職員採用試験【令和９年４月１日採用予定】

■問本所職員課☎35‐1159、荘内病院総務課☎26‐5111

▲

 初級行政・初級土木・初級建築・初級電気・初級行政（障害者対象）・保育士・技能職・上級行政（社会人経験者）
　・ＵＩＪターン枠（社会人経験者）・消防士・消防士（職務経験者）
▷１次試験　９月１日○火～13日○日に全国の試験会場（テストセンター）でオンライン受験
▷ ２次・３次試験　 １次試験に合格した方を対象に、10月に実施予定
　　　　　　　　　（消防士以外は市役所本所等、消防士〈２次試験までで終了〉は消防本部で実施）　
▷申込み　・ 試験案内は市HP「人事・職員採用」に掲載

▲

  薬剤師・看護師［助産師］・臨床工学技士・言語聴覚士
▷適性検査　 ８月31日○月～９月20日○日に全国の試験会場（テストセンター）でオンライン受験
▷ 面接試験　９月27日○日に荘内病院またはオンラインで実施
▷申込み　・ ７月６日○月～８月21日○金に市HP「電子申請」で手続き、または
　　　　　　応募書類を同院総務課に郵送（21日○金までの消印有効）　
　　　　　・ 試験案内は同院HPに掲載▲

カムバック採用　
▷申込み　試験案内は市HP「人事・職員採用」に掲載

■募集職種・受験資格

募集職種 受験資格（各職種で全ての要件を満たす方）
初級行政・初級土木
初級建築・初級電気

平成17年４月２日～21年４月１日に生まれた方
（４年制大学を卒業した方及び卒業見込みの方を除く）

初級行政
（障害者対象）

平成17年４月２日～21年４月１日に生まれ、障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳）をお持ちの方（４年制大学を卒業した方及び卒業見込みの方を除く）

保育士 昭和62年４月２日以降に生まれ、保育士・幼稚園教諭資格の両方を取得している方または令和
９年３月末までに取得見込みの方

技能職 昭和62年４月２日～平成21年４月１日に生まれた方

上級行政
（社会人経験者）

昭和41年４月２日～平成４年４月１日に生まれ、民間企業等での職務経験が直近 7年の内 5年
以上ある方

ＵＩＪ
ターン枠
（社会人
経験者）

上級土木
上級建築
上級電気

各職種で①～⑤全ての要件を満たす方
①昭和41年４月２日～平成17年４月１日生まれ
②庄内地域以外に本社・本庁を置く民間企業・公的機関等において設計業務、施工管理等の経験 
　がある
③令和８年８月23日時点で、庄内地域以外に在住している
④採用後、鶴岡市内に定住する意向がある
⑤上級土木…技術士、技術士補、土木施工管理技士またはRCCM（シビルコンサルティングマネ　 
　ージャー）の有資格者　上級建築…建築士または建築施工管理技士の有資格者　上級電気…電 
　気主任技術者または電気施工管理技士の有資格者

消防士 平成９年４月２日～21年４月１日に生まれ、原則として採用後鶴岡市に居住することができ、
普通自動車運転免許を有する方または令和９年３月末までに取得見込みの方

消防士
（職務経験者）

平成４年４月２日以降に生まれ、原則として採用後鶴岡市に居住することができ、山形県外で消
防士として職歴が３年以上ある現職の方

薬剤師 昭和52年４月２日以降に生まれ、薬剤師免許を取得している方または令和９年４月末までに取
得見込みの方

看護師［助産師］ 昭和42年４月２日以降に生まれ、看護師または助産師免許を取得している方または令和９年４
月末までに取得見込みの方

臨床工学技士 平成４年４月２日以降に生まれ、臨床工学技士免許を取得している方または令和９年４月末まで
に取得見込みの方

言語聴覚士 平成４年４月２日以降に生まれ、言語聴覚士免許を取得している方または令和９年４月末までに
取得見込みの方

カムバック
採用

行政職
保健師
土木技師
建築技師
電気技師

令和９年４月１日時点で60歳未満で、次の①～③全てに該当する方
①自己都合で退職した元鶴岡市正職員で、各募集職種として１年以上の実務経験がある
②採用予定日時点で鶴岡市を退職後10年以内
③鶴岡市在職期間中に処分を受けておらず、退職から復職までの間に懲戒処分に該当する行 
　為がない

■■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■試験日時・会場・申込み

電子申請サービス市HP

同院HP 
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歯
周
病
検
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

■日
７
月
１
日
○水
〜
12
月
31
日
○木
の
開
院
日

■場
山
形
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
す
る
実
施
医

療
機
関　

■対
今
年
度
中
に
20
歳
・
30
歳
・
40

歳
・
50
歳
・
60
歳
・
70
歳
に
な
る
方
（
40
歳

総
合
健
診
で
受
診
予
定
の
方
は
除
く
）　

■内

問
診
、
歯
周
組
織
検
査　

■費
１
、
５
０
０
円

（
70
歳
は
無
料
。
生
活
保
護
・
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
に
減
免
制
度
あ

り
〈
要
事
前
申
請
〉）　

■持

受
診
券　

■問
健
康
課
（
に
こ

♥

ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３
１

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ

く
り
推
進
課
へ　

■他
医
療
機

関
に
要
予
約　

令
和
８
年
度
の
介
護
保
険
料
が 

決
定
し
ま
し
た

　

７
月
13
日
○月
に
令
和
８
年
度
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
保
険
料
の
決

定
方
法
等
は
同
通
知
書
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

■対
65
歳
以
上
の
方　

■
納
付
方
法　

▽
特
別

徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
き
）
…
一
定
の
条

件
を
満
た
し
た
方
は
、
年
金
支
給
月
（
４
月

・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12
月
・
来
年
２

月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き　

▽
普
通
徴
収

（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
…
同
通
知
書

に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

付
。
納
期
は
年
８
回
（
７
月
〜
来
年
２
月
の

毎
月
）　

■問
納
付
の
相
談
…
本
所
納
税
課
☎

35
‐
１
１
８
３　

賦
課
内
容
…
本
所
長
寿
介

護
課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

地
域
づ
く
り
推
進
課
へ　

■他
特
別
徴
収
か
ら

普
通
徴
収
へ
の
切
替
え
は
不
可

介
護
保
険
負
担
割
合
証
が 

更
新
さ
れ
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
○金
で
す
。
８
月
１
日

○土
か
ら
使
用
す
る
負
担
割
合
証
は
、
７
月
末

ま
で
に
封
書
で
送
付
し
ま
す
。
届
い
た
ら
必

ず
開
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

期
限
の
切
れ
た
負
担
割
合
証
は
、
破
棄
す

る
か
、
市
担
当
窓
口
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

介
護
保
険
の
負
担
限
度
額
認
定
証
・ 

軽
減
確
認
証
の
更
新
時
期
で
す

　

認
定
証
、
確
認
証
を
お
持
ち
の
方
に
申
請

書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
手
続
き
が
遅
れ

る
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
軽
減
が
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
昨
年
度
該
当
し
な
か
っ
た
方
で

も
、
今
年
の
８
月
１
日
以
降
に
要
件
を
満
た

せ
ば
、
認
定
証
、
確
認
証
の
交
付
対
象
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
新
た
に
交
付
を
受
け

た
い
方
は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
７
７
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進

課
へ　

■他
市
HP

家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

■対
要
介
護
３
以
上
（
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方

を
含
む
）
で
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
１
年

間
利
用
し
て
い
な
い
（
福
祉
用
具
貸
与
、
特

定
福
祉
用
具
販
売
、
住
宅
改
修
及
び
年
間
10

日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
を
除
く
）
寝

た
き
り
高
齢
者
等
を
、
１
年
以
上
継
続
し
て

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
方　

■
支
給
額　

10

万
円　

■持
介
護
者
名
義
の
市
内
金
融
機
関
の

通
帳　

■申
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本

所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐
１
２
７
４

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書･

資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
の
資
格
確

認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日
○金
で
す
。
期
限
の
切
れ
た
も
の

は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
は

別
々
の
封
筒
で
送
付
し
ま
す
　
８
月
１
日
○土

か
ら
使
用
す
る
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
は
世
帯
主
宛
に
家
族
分
を
ま
と
め

て
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
な
お
、
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
分
が

届
い
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る

手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
資
格
確
認
書
等
の
受
け
取
り
方
の
変
更

本
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域

づ
く
り
推
進
課
の
窓
口
で
受
け
取
り
た
い
場

合
や
、
世
帯
主
以
外
の
宛
名
で
の
送
付
を
希

望
す
る
場
合
は
、
７
月
17
日
○金
ま
で
届
出
が

必
要
で
す
。

▼
新
し
い
資
格
確
認
書
の
有
効
期
限
　
令
和

医
療

下
水
道
事
業
経
営
審
議
会 

公
募
委
員
募
集

　

公
共
下
水
道
事
業
、
集
落
排
水
事
業
及
び

浄
化
槽
事
業
の
運
営
等
に
つ
い
て
審
議
す
る

同
審
議
会
の
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
５
人
以
内
（
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
・
非

常
勤
の
公
務
員
を
除
く
）　

①
今
年
10
月
１

日
時
点
で
18
歳
以
上
で
あ
る　

②
市
内
に
住

民
登
録
が
あ
る
、
ま
た
は
通
勤
・
通
学
し
て

い
る　

③
平
日
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で

き
る　

■申
７
月
31
日
○金
ま
で
申
込
書
を
下
水

道
部
総
務
課
☎
23
‐
７
７
３
１
へ
（
郵
送
は

当
日
必
着
）　

■他
市
HP

８ハチ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル

０
２
０ 

よ
い
歯
の
長
寿
賞
の
募
集

　

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
お
持

ち
の
方
を
募
集
し
、
優
良
者
を
表
彰
し
ま
す
。

■対
昭
和
21
年
12
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

で
、
自
分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
方
（
過
去

に
受
賞
し
た
こ
と
が
あ
る
方
を
除
く
）　

■申

８
月
17
日
○月
ま
で
に
鶴
岡
地
区
歯
科
医
師
会

に
加
入
し
て
い
る
歯
科
医
院
へ
（
そ
の
場
で

無
料
歯
科
健
診
を
実
施
）　

■問
健
康
課
（
に

こ
♥

ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３
１
ま
た
は
市
内

歯
科
医
院
へ

■ ■ ■ ■ ■ 　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

市
政

健
康
・
福
祉
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９
年
７
月
31
日
（
た
だ
し
、
令
和
９
年
７
月

31
日
ま
で
に
70
歳
に
な
る
方
と
75
歳
に
な
る

方
は
、
自
己
負
担
割
合
の
変
更
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
制
度
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
有

効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。
期
限
が
切
れ
る
前

に
、
改
め
て
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
の
い
ず
れ
か
を
送
付
し
ま
す
）

▼
新
し
い
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
の
有
効
期

限
　
▽
70
歳
未
満
…
有
効
期
限
の
表
示
な
し

▽
70
歳
以
上
…
資
格
確
認
書
と
同
じ

▼
介
護
施
設
入
所
者
や
寝
た
き
り
等
の
方

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
た
方
も
、
資
格
確
認
書

の
交
付
を
申
請
で
き
ま
す
（
代
理
申
請
可
）。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ　

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用 

認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○金
で
す
。

現
在
認
定
証
を
お
持
ち
で
、
８
月
以
降
に
負

担
区
分
が
「
オ
」
ま
た
は
「
低
Ⅱ
」
と
な
る

方
に
は
、
７
月
上
旬
に
更
新
案
内
・
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。
８
月
以
降
も
必
要
な
方
は

忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
期
間　

７
月
１
日
○水
〜
10
日
○金　

■持
申
請
書
、
対
象
者
の
資
格
確
認
書
・
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
（
１
年
間
で
91
日
以
上
の

長
期
入
院
に
該
当
す
る
方
は
、
領
収
書
な
ど

の
入
院
を
証
明
す
る
書
類
も
必
要
）、
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書

　

認
定
証
が
な
い
場
合
で
も
、
医
療
機
関
等

の
窓
口
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
支
払

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

っ
た
医
療
費
（
食
事
代
を
除
く
）
は
、
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
者
に

は
診
療
月
の
約
３
か
月
後
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
必
要
な
書
類
を
お
持
ち
の
上
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ　

■他

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
保
険
証
利
用
の
登

録
を
し
て
い
る
場
合
、
医
療
機
関
で
の
限
度

額
認
定
証
の
提
示
が
不
要
の
場
合
あ
り

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書
ま
た
は 

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確

認
書
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○金
で
す
。
８

月
１
日
○土
か
ら
使
用
す
る
資
格
確
認
書
、
ま

た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
は
７
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
も
の
は
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額 

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

令
和
８
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
令
和
７
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算

さ
れ
ま
す
。

■
発
送
日　

７
月
15
日
○水　

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
き
）
…
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、
原
則
、
年
金

支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12

月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

…
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口

座
振
替
で
納
付
。
納
期
は
年
８
回
（
７
月
〜

来
年
２
月
の
毎
月
）　

■問
本
所
国
保
年
金
課

☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域

づ
く
り
推
進
課
へ

長
期
入
院
該
当
日
が
記
載
さ
れ
た
後
期
高 

齢
者
医
療
資
格
確
認
書
を
お
持
ち
の
方
へ

　

現
在
の
負
担
区
分
が
「
区
分
Ⅱ
」
で
、
１

年
間
で
91
日
以
上
の
長
期
入
院
に
該
当
し
て

い
る
方
の
内
、
更
新
手
続
き
が
必
要
な
方
に

は
、
７
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
類
を
送
付
し

ま
す
。
８
月
以
降
も
必
要
な
方
は
忘
れ
ず
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す

■
発
送
日　

７
月
15
日
○水　

■対
世
帯
内
に
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の
方　

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、

年
金
支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月

・
12
月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引

き　

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
）
…
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た

は
口
座
振
替
で
納
付
。
納
期
は
年
９
回
（
７

月
〜
来
年
３
月
の
毎
月
）　

■問
本
所
課
税
課

☎
35
‐
１
１
７
６　

■他
納
税
通
知
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
加
入
者
、
所
得
等
の
内
容
を
ご

確
認
く
だ
さ
い

小
・
中
学
生
の
税
に
関
す
る 

標
語
と
作
文
を
募
集
し
ま
す

▼
標
語　

■対
小
学
生　

■内
税
金
全
般
、
納
税

の
大
切
さ
、
納
期
限
を
守
る
こ
と
等
（
１
人

２
点
以
内
）

▼
作
文　

■対
中
学
生　

■内
税
に
関
す
る
テ
ー

マ
で
あ
れ
ば
自
由
（
１
人
１
編
。
１
、
２
０

０
字
以
内
）

▼
共
通　

■申
８
月
31
日
○月
ま
で
本
所
納
税
課

☎
35
‐
１
１
８
３
へ　

■他
入
賞
者
に
賞
状
と

副
賞
を
贈
呈

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る 

の
が
難
し
い
方
へ

　

失
業
や
所
得
の
減
少
な
ど
の
経
済
的
な
理

由
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
本
人
が
申
請
す
る
こ
と
で
、
納
付

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。
学
生
は
学

生
納
付
特
例
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
退
職
・
失
業
に
よ
る
特
例　

退
職
や
失
業

し
た
方
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
確
認
印
の
あ

る
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証（
い
ず
れ
も
コ
ピ
ー
可
）

を
添
付
し
て
申
請
す
る
と
、
本
人
の
前
年
所

得
が
審
査
の
対
象
外
と
な
る
特
例
が
あ
り
ま

す
。

▼
申
請　

必
ず
前
年
所
得
の
申
告
を
済
ま
せ

て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。今
年
度
分（
７

月
〜
来
年
６
月
の
納
付
保
険
料
が
対
象
）
は
、

７
月
１
日
○水
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。

▼
免
除
・
納
付
猶
予
期
間
の
保
険
料
追
納

10
年
前
ま
で
遡
っ
て
追
納
で
き
ま
す
が
、
免

除
・
納
付
猶
予
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

税
・
年
金
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て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
、
加
算

金
が
付
き
ま
す
。

▼
電
子
申
請　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
方
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
か
ら
も
申
請
で
き
ま
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
４

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り

推
進
課
へ　

■他
HP

家
賃
や
引
っ
越
し
費
用
を
補
助
し
ま
す 

鶴
岡
市
結
婚
生
活
支
援

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯　

①
令
和
８

年
１
月
１
日
〜
９
年
３
月
31
日
に
婚
姻　

②

住
宅
が
市
内
に
あ
り
、
夫
婦
ま
た
は
そ
の
一

方
の
住
民
票
の
住
所
が
当
該
住
宅
の
住
所
で

あ
る　

③
夫
婦
の
合
計
所
得
が
５
０
０
万
円

未
満　

■
対
象
経
費　

住
居
費
（
家
賃
、
敷

金
、
礼
金
、
共
益
費
、
仲
介
手
数
料
）
及
び

引
っ
越
し
費
用　

■
補
助
上
限
額　

夫
婦
と

も
に
39
歳
以
下
の
世
帯
…
上
限
30
万
円　

夫

婦
と
も
に
29
歳
以
下
の
世
帯
…
上
限
60
万
円　

■申
７
月
１
日
○水
〜
来
年
３
月
31
日

○水
に
本
所
地
域
振
興
課
☎
35
‐
１

１
９
１
へ

母
子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉
資
金

の
貸
付
制
度

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
安
定
と
経
済
的
自

立
を
助
け
、
子
供
の
健
や
か
な
成
長
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。
子
供
の
入

学
準
備
、
高
校
・
大
学
・
専
門
学
校
の
授
業

料
に
充
て
る
た
め
の
資
金
や
、
母
や
父
が
就

職
等
の
た
め
に
技
能
を
習
得
す
る
場
合
の
資

金
等
が
あ
り
ま
す
。

■対
▽
母
子
・
父
子
福
祉
資
金
…
20
歳
未
満
の 

子
供
を
扶
養
し
て
い
る
配
偶
者
の
い
な
い
方

で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方　

▽
寡
婦
福

祉
資
金
…
か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
と
し
て
20

歳
未
満
の
子
供
を
扶
養
し
て
い
た
女
性
ま
た

は
配
偶
者
の
い
な
い
40
歳
以
上
の
女
性　

■申

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎

26
‐
７
０
４
３　

■他
一
定
の
収
入
が
あ
る
方

は
利
用
不
可
。
貸
付
に
審
査
が
あ
る
た
め
要

事
前
相
談

〝
明
る
い
や
ま
が
た
〞 

夏
の
安
全
県
民
運
動

　

夏
は
、
長
期
休
暇
や
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に

よ
る
気
の
緩
み
等
か
ら
、
交
通
事
故
や
青
少

年
の
非
行
等
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、
県
民

総
ぐ
る
み
で
運
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間　

７
月
21
日
○火
〜
８
月
20
日
○木

■
重
点　

▽
青
少
年
の
健
全
育
成
と
い
じ
め

・
非
行
防
止　

▽
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
、
飲
酒
運
転
の
撲
滅　

▽
海
・
山
・

川
で
の
事
故
防
止　

▽
身
近
な
犯
罪
等
の
防

止　

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
募
集

　

最
優
秀
作
品
は
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
市
内
各

所
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
各
種
チ
ラ
シ
や
啓
発

物
品
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

■
テ
ー
マ　
「
交
通
安
全
」
に
関
す
る
こ
と　

■
部
門　

小
学
生
の
部
、
一
般
の
部
（
中
学

生
以
上
）　

■
規
定　

１
人
１
点
で
著
作
権

に
抵
触
せ
ず
、
自
作
未
発
表
の
も
の
、
交
通

安
全
を
啓
発
す
る
標
語
の
記
載
が
あ
る
も
の　

■
規
格　

四
つ
切
り
サ
イ
ズ
縦
書
き　

■
各

賞　

最
優
秀
賞
１
点
、
優
秀
賞
・
佳
作
数
点　

■申
作
品
の
裏
に
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
交
通

安
全
標
語
・
住
所
・
連
絡
先
・
学
年
ま
た
は

年
齢
を
記
載
し
、
８
月
28
日
○金
ま
で
直
接
ま

た
は
郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）
で
本
所
防
災

安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４
へ

人
権
に
関
す
る
相
談
は 

次
の
方
に
！

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。（
敬
称
略
）

▽
加
藤
孝
夫　

▽
地
主
幸
平　

▽
庄
司
敏
明　

▽
中
野
恵　

▽
今
野
和
惠　

▽
金
内
淳　

▽

齋
藤
将　

▽
五
十
嵐
礼
子　

▽
渡
會
悟　

▽

五
十
嵐
司　

▽
押
井
五
月　

▽
小
鷹
真
也

▽
叶
野
勉　

▽
成
澤
浩
亮　

▽
田
村
廣
実

▽
加
藤
星　

▽
加
藤
完
治　

▽
五
十
嵐
順
子　

▽
五
十
嵐
一
明　

▽
蓮
池
昇　

▽
平
藤
博
巳　

▽
土
田
浩
和　

▽
佐
藤
利
浩　

▽
清
野
美
智

子　

▽
齋
藤
元
雄　

▽
佐
藤
由
美　

▽
武
田

綾
子　

▽
五
十
嵐
真
弓

■問
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐
１
０
０
３
ま
た

は
本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４
へ

７
月
は
強
調
月
間
で
す 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

市
で
は
「
鶴
岡
市
再
犯
防
止
推
進
計
画
」

に
基
づ
き
、「
み
ん
な
で
支
え
あ
い
、
誰
一

人
取
り
残
さ
ず
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の

実
現
」
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
更
生
保
護
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い

安
全
で
安
心
な
明
る
い
社
会
を
築
い
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２

５
２鶴

岡
市
小
規
模
修
理
修
繕
契
約

希
望
者
登
録
制
度
の
ご
案
内

　

同
制
度
は
、
市
内
の
小
規
模
事
業
者
の
受

注
機
会
を
拡
大
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。
登

録
の
あ
る
事
業
者
は
、
市
が
発
注
す
る
小
規

模
な
修
理
修
繕
の
際
、
業
者
選
定
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

■
小
規
模
な
修
理
修
繕　

内
容
が
軽
易
か
つ

実
施
が
容
易
で
あ
り
、
契
約
予
定
金
額
が
50

万
円
以
下
の
も
の　

■対
鶴
岡
市
競
争
入
札
参

加
資
格
者
名
簿
（
建
設
工
事
）
に
登
載
さ
れ

て
い
な
い
市
内
事
業
者　

■申
本
所
契
約
管
財

課
☎
35
‐
１
１
５
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地

域
づ
く
り
推
進
課
に
申
請
書
類
を

提
出　

■他
市
HP

焼
畑
な
ど
で
土
地
に
火
入
れ
を

す
る
と
き
は
市
へ
の
届
け
出
を

　

申
請
書
に
実
施
地
の
見
取
り
図
を
添
付
し

て
、
実
施
日
の
７
日
前
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
火
入
れ
従
事
者
数
や
防
火
帯
の
幅

等
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
事

前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ　

■他
申

■ ■ ■ ■ ■ 　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

生
活
・
そ
の
他

CMアニメ
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　受賞作品は、市公式YouTubeチャンネルで
配信している『エクストリーム出社in鶴岡
No. １温泉入って出社』。鶴岡市で暮らすサラ
リーマンが早起きして様々な活動を楽しむ企画
です。
　出社前に温泉に入れるという鶴岡ならではの
暮らしを通じ、温泉を観光資源ではなく「生活

の質」と再定義して移住後の日常を想起させる
マーケティング視点や、職員自ら撮影・編集を
行う圧倒的コスト効率と企画力などが高く評価
されました。
　今後も、広報紙やSNS等を
活用しながら、本市の魅力を
積極的に発信していきます！

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

鶴岡市のショート動画が全国広報コンクールの映像部門で入賞！

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

除
作
業
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
事
故
防
止
の
た

め
、
作
業
中
の
農
地
に
は
絶
対
に
近
寄
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
風
の
な
い
早
朝
や
夕
方
に

作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
５
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す 

「
川
や
海
を
き
れ
い
に
」河
川
・
海
岸
一
斉
清
掃

■
河
川
一
斉
清
掃
（
日
時
・
清
掃
区
域
）　

▼
７
月
５
日
○日　

▽
午
前
５
時
〜
７
時
…
櫛

引
地
域
【
田
沢
川
、
角
田
川
、
水
無
川
、
相

模
川
、
山
谷
川
、
馬
渡
川
】　

▽
午
前
６
時

〜
７
時
…
鶴
岡
地
域
【
降
矢
川
（
中
山
地
内
）、

藤
倉
川
（
中
山
地
内
）、
大
戸
川
（
大
広
〜

大
荒
）、
大
山
川
（
石
山
橋
〜
新
橋
）（
坂
野

下
〜
新
橋
）、
少
連
寺
川
（
少
連
寺
〜
大
山

川
合
流
点
）、
砂
谷
川
（
砂
谷
〜
東
目
）、
三

瀬
川
（
水
無
〜
三
瀬
川
河
口
）、降
矢
川
（
三

瀬
地
内
）】、
藤
島
地
域
【
藤
島
川
】、
羽
黒

地
域
【
藤
島
川
、
今
野
川
、
黒
瀬
川
、
小
黒

川
】、
朝
日
地
域
【
赤
川
、
上
田
沢
川
、
青

竜
川
、
倉
沢
川
、
戸
沢
川
等
】　

▽
午
前
６

時
〜
８
時
…
鶴
岡
地
域
【
内
川
左
岸
（
坂
本

橋
周
辺
及
び
天
池
橋
〜
内
川
橋
）、
内
川
右

岸
（
割
目
橋
〜
坂
本
橋
周
辺
及
び
天
池
橋
〜

三
次
郎
橋
）】、
温
海
地

域
【
五
十
川
、
温
海
川
、

庄
内
小
国
川
、
鼠
ヶ
関

川
等
】　

■問
本
所
土
木

課
☎
35
‐
１
４
０
３
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業

建
設
課
へ

■
海
岸
一
斉
清
掃
（
日
時
・
清
掃
区
域
）

▼
７
月
５
日
○日　

▽
午
前
６
時
〜
８
時
…
浜

千
鳥
海
岸
〜
鼠
ヶ
関
海
岸　

▽
午
前
６
時
〜

７
時
…
三
瀬
海
岸　

▼
７
月
12
日
○日　

▽
午
前

６
時
〜
７
時
…
小
波
渡
海

岸　

▽
午
前
６
時
30
分
〜

８
時
30
分
…
加
茂
海
岸　
　

■問
海
岸
地
域
の
各
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

２
年
に
１
回
の
定
期
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す 

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

　

お
近
く
の
会
場
で
、
忘
れ
ず
に
受
検
し
て

く
だ
さ
い
。

■場
・
■日
▽
由
良
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
…

７
月
22
日
○水
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

▽
加
茂
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
セ
ン
タ
ー
…
22

日
○水
午
後
１
時
〜
２
時　

▽
湯
野
浜
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
…
22
日
○水
午
後
２
時
30
分

〜
３
時
30
分　

▽
農
村
セ
ン
タ
ー
…
23
日
○木

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分　

▽
出
羽

商
工
会
本
所
…
24
日
○金
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
２
時
30
分　

▽
市
役
所
本
所
車
庫
棟
…
27

日
○月
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分
・
28

日
○火
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
２
時
30
分
・
29

日
○水
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分
・
30

日
○木
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分
・
31

日
○金
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
２
時
30
分　

■

検
査
手
数
料　

１
台
３
０
０
円
〜
２
、
３
０

０
円　

■問
山
形
県
計
量
協
会
☎
０
２
３
‐
６

４
４
‐
９
８
１
１
ま
た
は
本
所
商
工
課
☎
35

‐
１
２
９
９
へ　

■他
藤
島
・
羽
黒
・
櫛
引
・

朝
日
・
温
海
地
域
は
９
月
に
実
施
予
定

請
書
は
市
役
所
本
所
、
各
地
域
庁
舎
及
び
一

部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
設
置

生
ご
み
の
水
切
り
に 

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
生
ご
み
の
約
80
％
が
水
分
で
す
。
ご
み
の

水
分
量
が
多
く
な
る
と
、
焼
却
す
る
際
に
多

く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
り
、
二
酸
化

炭
素
の
排
出
量
が
多
く
な
り
ま
す
。
生
ご
み

は
、
ご
み
袋
に
入
れ
る
前
に
一
絞
り
す
る
だ

け
で
水
分
が
減
り
、
持
ち
運
び
が
楽
に
な
り
、

悪
臭
の
防
止
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

■問
環
境
政
策
課
（
つ
る
お
か
エ
コ

フ
ァ
イ
ア
内
）
☎
22
‐
２
８
４
８

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

　

夏
の
身
近
な
風
物
詩
の
お
も
ち
ゃ
花
火
。

手
軽
に
遊
べ
る
物
と
は
い
え
、
原
料
は
火
薬

で
す
。
注
意
書
や
使
用
法
を
よ
く
読
み
、
次

の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
花
火
を
人
や
家
に
向
け
な
い　

▽
燃
え
や

す
い
物
の
近
く
で
遊
ば
な
い　

▽
風
が
強
い

と
き
は
花
火
を
し
な
い　

▽
水
が
入
っ
た
バ

ケ
ツ
を
用
意
す
る　

▽
大
人
と
一
緒
に
遊
ぶ　

▽
一
度
に
た
く
さ
ん
の
花
火
に
火
を
つ
け
な

い　

▽
花
火
の
先
に
顔
や
手
を
近
づ
け
な
い　

▽
服
に
火
が
つ
か
な
い
よ
う
注
意
す
る　

■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る 

病
害
虫
防
除
作
業
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

７
月
上
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
、
無
人
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る
農
作
物
の
病
害
虫
防

　　　　　　　　　　　　■問本所総務課☎35‐1117

動画はこちら


